
規

則

大
分
県
都
市
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

〇
規

則

大
分
県
都
市
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
六
年
七
月
四
日

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

大
分
県
規
則
第
五
十
二
号

大
分
県
都
市
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

大
分
県
都
市
公
園
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
大
分
県
規
則
第
四
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
四
条
第
四
項
中
「
総
合
競
技
場
の
フ
ィ
ー
ル
ド
又
は
」
を
削
り
、
同
条
第
五
項
中
「
総
合
競
技
場
の
フ

ィ
ー
ル
ド
又
は
」
を
削
り
、
「
と
き
」
の
下
に
「
、
又
は
共
通
回
数
券
に
よ
り
総
合
競
技
場
若
し
く
は
サ
ブ

競
技
場
の
フ
ィ
ー
ル
ド
を
利
用
さ
せ
る
と
き
」
を
加
え
、
「
を
呈
示
さ
せ
」
を
「
又
は
共
通
回
数
券
を
提
示

さ
せ
」
に
改
め
、
「
係
る
回
数
券
」
の
下
に
「
又
は
共
通
回
数
券
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、

同
条
第
四
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

５

指
定
管
理
者
は
、
総
合
競
技
場
又
は
サ
ブ
競
技
場
の
フ
ィ
ー
ル
ド
を
個
人
使
用
し
よ
う
と
す
る
者
の
希

望
に
よ
り
、
こ
れ
に
対
し
共
通
回
数
券
（
第
三
号
様
式
の
三
の
二
）
を
発
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
条
第
二
項
中
「
総
合
競
技
場
の
フ
ィ
ー
ル
ド
又
は
」
を
削
り
、
「
は
、
回
数
券
」
を
「
又
は
共
通
回

数
券
に
よ
り
総
合
競
技
場
若
し
く
は
サ
ブ
競
技
場
の
フ
ィ
ー
ル
ド
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
回
数
券
又

は
共
通
回
数
券
」
に
改
め
る
。

第
三
号
様
式
の
三
（
そ
の
三
）
中
「総

合
競
技
場

」
の
次
に
「・

サ
ブ
競
技
場

」
を
加
え
、
「フ

ィ
ー
ル

ド
利
用
回
数
券

」
を
「フ

ィ
ー
ル
ド
利
用
共
通
回
数
券

」
に
改
め
、
同
様
式
を
第
三
号
様
式
の
三
の
二
と
す

る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
大
分
県
都

市
公
園
条
例
施
行
規
則
（
以
下
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
発
行
さ
れ
た

総
合
競
技
場
の
フ
ィ
ー
ル
ド
の
回
数
券
で
あ
っ
て
利
用
し
よ
う
と
す
る
者
が
現
に
有
す
る
も
の
に
よ
る
個

人
使
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

施
行
日
前
に
指
定
管
理
者
が
発
行
し
た
サ
ブ
競
技
場
の
フ
ィ
ー
ル
ド
の
回
数
券
に
相
当
す
る
も
の
で
あ

っ
て
利
用
し
よ
う
と
す
る
者
が
現
に
有
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
施
行
日
以
後
に
お
い
て
、
サ
ブ
競
技
場

の
フ
ィ
ー
ル
ド
を
個
人
使
用
す
る
場
合
に
回
数
券
と
し
て
使
用
で
き
る
も
の
と
す
る
。

４

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
現
に
存
す
る
旧
規
則
第
三
号
様
式
の
三
（
そ
の
三
）
の
規
定
に
よ
る
用
紙

は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
補
正
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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